
 

農林漁業 

セーフティネット資金(農業) 

災害や社会的・経済的な環境の変

化の影響を受けた方の資金繰りを

支援する資金です。 

 

ご利用いただける方 
 

１ 認定農業者   農業経営改善計画を作成して市町村長等の認定を受けた個人・法人 

２ 認定新規就農者 青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人 

３ 主業農業者   （個人）農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が２００万円以上の個人 

         （法人）農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が１，０００万円以 

             上の法人 

４ その他      農業経営開始後３年以内の者・集落営農組織 等 

ご利用いただける要件 

「ご利用いただける方」が、以下のいずれかに該当する場合にご利用いただけます。 
 

災害   行政指導 
災害（台風、冷害、干ばつ、地震等）の被害 
を受けた。 

 ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家畜
の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。 

 

社会的または経済的環境の変化による経営状況の悪化 
①最近の決算期における粗収益が前期に比し１０％以上減少している。 

②最近の決算期における所得率または純利益額が前期に比し悪化している。 

③最近の決算期における所得の赤字幅が前期に比し縮小したものの、依然として赤字が生じている。 

④前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、２

期合計で赤字である。 

⑤前期の決算期において所得で赤字が生じており、最近の決算期において所得が黒字化したものの、債

務償還可能年数（長期負債÷（純利益額＋減価償却費））が２０年以上である。 

⑥売掛金等債権の回収条件、買掛金等債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じている。 

⑦一時的な農産物価格の低下や資材価格の高騰等社会的な要因により経営に著しい支障を来している

（ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして主務省が指定した事象に限る）。 

⑧感染症の影響により資金繰りに支障を来している（ただし農業経営に著しい影響を及ぼすとして主務

省が指定した感染症等に限る）。 

⑨取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋り等の影響を受け、資金調達に支障を来している。 

⑩取引先の倒産により、農産物の販売や資材の仕入れ等に支障を来している。 

 

ご融資条件 

資金の使いみち：経営の安定を図るのに必要な資金 

融 資 期 間：１５年以内（うち据置期間３年以内） 

融 資 限 度 額：一般  ６００万円 

特認 年間経営費等の６/１２以内（簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合） 

※最低限度額は設けておりません。 

担 保 ・ 保 証 人：ご相談の上、決めさせていただきます。 

金     利： . ％（融資期間 年の場合、 年  月 日現在） 

※借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は融資機関にご照会ください。 
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ご融資事例 
 

次のような場合に農林漁業セーフティネット資金をご利用いただいています。 

経営継続のための資金繰りをサポート（ご融資先：酪農を営むＡさん） 
 

ご融資前 

搾乳牛５０頭規模の酪農を営むＡさんは、飼料価格の高騰と乳価の低迷の影

響を受けて、運転資金が不足する状態となった。 

この結果、初妊牛購入のための運転資金が確保できず、搾乳頭数の減少によ

り経営規模が縮小し、今年の農業粗収益は３，６００万円と前年から４００

万円の減少となった。 

ご融資後 

Ａさんは、農林漁業セーフティネット資金３００万円を借り入れし、初妊牛

の購入にあて、経営規模を回復した。 

なお、この３００万円の返済期聞は５年間と長期であり、当面の資金繰りの

安定が図られる見込みである。 

 

災害による経営の立て直しを支援（ご融資先：施設野菜を営むＢ社） 

ご融資前 

施設野菜を営むＢ社は、昨年の秋の台風で、一部ビニールハウスが倒壊する

被害を受けた。 

Ｂ社はハウストマトの周年出荷を行っており、販売先への継続出荷のために

も、ビニールハウスの早期修復が不可欠であった。 

ご融資後 

Ｂ社はビニールハウスの修繕を早期に実施したものの、これにより肥料の購

入等に充てるための運転資金が不足。農林漁業セーフティネット資金の特認限

度額を利用し、年間経営費の１２分の３となる１，０００万円を借り入れた(※)。 

この結果、Ｂ社の資金繰りは安定。販売先への継続出荷を滞りなく行うこと

ができたため、今期も前期並の売上が確保できる見込みである。 

※災害を原因として農林漁業セーフティネット資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「被災証明書」等が必要です。 

 

 

ご留意いただきたい事項 
 

■審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。 

■上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融

公庫支店農林水産事業までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お気軽に窓口までご相談ください。 

 

https://www.jfc.go.jp/ 

金利一覧はこちら 支店一覧はこちら 


